
教習所を利用する際の確認事項

（一社）岡山県作業療法士会のHPに掲載されている教習所を利用する際は、医療
機関において下記事項を順次ご確認の上、教習所をご利用ください。

1⃣医師が教習所における講習について許可をしている。
2⃣対象者や家族が教習所の利用を希望している。
3⃣対象者や家族が情報提供することについて許可をしている。
4⃣教習所に事前連絡を行い講習の受け入れについて確認をする。
5⃣情報提供書は所定の用紙である連携シートを利用する（記載方法は別紙参照）。
6⃣対象者と家族に対して同意書の説明を行う。
＊上記5⃣6⃣については、（一社）岡山県作業療法士会HPよりダウンロード可能。
HP→会員向け情報→事業部
（ https://www.okayama-ot.or.jp/member/2768/ ）

https://www.okayama-ot.or.jp/member/2768/


お困りごとの相談窓口

確認事項についてわからない事や不安な事があれば、（一社）岡山県作業療法士会
事業部部員が所属する下記相談窓口にご連絡下さい。

医療機関名 担当者 連絡先

公益財団法人 操風会 岡山旭東病院 山本昌和 086-276-3231

社会医療法人 水和会 倉敷リハビリテーション病院 尾藤真奈美 086-421-3311

社会医療法人 創和会 しげい病院 小坂美江 086-422-3655

公益財団法人 操風会 岡山リハビリテーション病院 山本良太 086-274-7001

特定医療法人 自由会 岡山光南病院 有時由晋 086-282-0555

倉敷市立市民病院 酒井英顕 086-472-8111
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